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序－１．市街化調整区域における基本的な考え方 

市街化調整区域は、都市計画法第７条第３項において市街化を抑制すべき区域とされ、優良な農地な
ど優れた⾃然環境を有する区域や災害の発⽣のおそれがある区域、その他の保全することが適当な区域
については、開発⾏為（※１）による新たな市街化を許容すべきでないとされています。 

しかし、このような性格を有する市街化調整区域であっても、既存集落地などにおいて最低限必要で
あると認められる開発⾏為も存在することから、都市計画法第 34 条各号では、保全すべき区域など、
厳しく開発許可基準を運⽤することが求められる区域を除き、地域の実状に応じて、市街化を促進する
おそれがなく、市街化区域内において⾏うことが困難⼜は著しく不適当と認められるものや地区計画に
適合したものなど、市街化調整区域において例外的に認められる開発⾏為を定めています。 

これは、都市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針（※２）などの上位計画を踏まえて、区域によっては、
計画的で良好な開発⾏為や市街化調整区域内の既存コミュニティの維持、社会経済情勢の変化への対応
など、様々な事項を勘案して必要性が認められる開発⾏為などで、更なる市街化を促進するおそれがな
いと認められるものについては、開発を許可しても差し⽀えないという考え⽅に基づいています。 

 
  

市街化調整区域とは 序 章 

＜御殿場市の市街化調整区域図＞ 

（19,490.0 ha） 

市街化区域 

➜ 既に市街地を形成している区域及び
概ね10年以内に優先的かつ計画的に
市街化を図るべき区域。⽤途地域や
開発許可基準などに適合すれば、開
発・建築⾏為は原則⾃由。 

（1,139.6 ha） 

市街化調整区域 ➜ 市街化を抑制すべき区域。優良農地や
貴重な⾃然・⽂化財が存在し、開発・建
築⾏為は原則不可（要件に適合するも
のは許可される）。 

（10,283.4 ha） 

行政区域 

都市計画区域 
（11,423.0 ha） 

（※１）主として建築物の建築⼜は特定⼯作物の建設の⽤に供する⽬的で⾏なう⼟地の区画形質の変更をいう。 
（※２）広域的な視点から、都市計画区域における都市計画の基本的な⽅向性を⽰すもの。 
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１－１．策定の背景・目的 

市街化調整区域は、都市計画法により市街化を抑制すべき区域として定められており、⾃然環境や農
林業環境の維持・保全を図る区域であることから、原則として、開発⾏為や建築⾏為が制限されていま
す。 

しかし、市街化調整区域においても、⼈⼝減少・少⼦⾼齢化の進⾏による地域コミュニティの衰退や
農林業の後継者不⾜、産業振興に寄与する⼯業団地の操業環境の保全など、⼟地利⽤に関する課題が多
く⾒られています。 

そのため、市街化調整区域における開発許可基準（※３）のうち、都市計画法第 34 条第 10 号に定めら
れた地区計画制度の活⽤により、市街化調整区域の性質を活かした適切な⼟地利⽤の誘導を図ることを
⽬的として、「御殿場市市街化調整区域における地区計画適⽤に関する基本⽅針」（以下、「本⽅針」とい
う。）を策定します。 

本⽅針においては、市街化調整区域における地区計画制度を適切に活⽤するため、地区計画適⽤候補
エリア（※４）を設定するとともに、基本的な考え⽅や運⽤基準、策定プロセスなどを⽰します。 

１－２．本方針の位置付け 

本⽅針は、「御殿場⼩⼭広域都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針」、「第四次御殿場市
総合計画（後期基本計画）」及び「第三次御殿場市国⼟利⽤計画」（以下、総称して「上位計画」という。）
に即すとともに、「御殿場市都市計画マスタープラン」の⼀部として定め、関連部⾨計画との整合を図り
ます。 

今後、本⽅針に基づき、都市計画法などによる規制・誘導の適切な運⽤を⾏うとともに、必要に応じて
⾒直しを⾏い、関連部⾨計画などと連携して市街化調整区域における課題に対応していくものとします。 

 

 

 

 

  

はじめに 第１章 

＜本方針と上位・関連計画との関係図＞ 

第四次御殿場市総合計画 
（後期基本計画） 

令和３年２⽉策定 
御殿場⼩⼭広域都市計画 

都市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針 

御殿場市市街化調整区域における地区計画適用に関する基本方針 

令和３年３⽉策定 

第三次御殿場市国⼟利⽤計画 

平成 28 年３⽉策定 

■地域地区や地区計画等による規制・誘導 
■道路・公園・下⽔道など都市計画施設等の整備 
■⼟地区画整理事業などの市街地開発事業の実施    など 

都市計画決定による計画・事業 

■“ふじのくに”のフロンティアを拓く取組 
■新東名⾼速道路等ＩＣ周辺⼟地利⽤構想 
■御殿場市観光戦略プラン 
■御殿場市農業振興地域整備計画 
■御殿場市景観計画 
■御殿場市緑の基本計画 
■御殿場市空家等対策計画 
■御殿場市地域公共交通計画            など 

関連部⾨計画 

即す 

基づく 整合を図る 

整合を図る 

（※３）開発許可の基準で、公共施設の整備や防災上の措置が講じられているか等を判断する技術基準と市街化調整区域における⽴地の
適正性を判断する⽴地基準がある。 

（※４）上位計画における⼟地利⽤⽅針などと整合し、整備、開発及び保全の必要性が⾼く、地区計画を策定することができるエリア。 
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１－３．地区計画制度の概要 

市街化調整区域における地区計画制度とは、地区の特性を踏まえながら、開発⾏為などによる都市的
⼟地利⽤の⾏われている⼟地⼜は⾏われることが確実な⼟地の区域について、詳細な⼟地利⽤、地区施
設（※５）計画を策定し、開発・建築⾏為を都市計画上適切に規制・誘導することを⽬的として創設されま
した。 

制度の趣旨を踏まえ、本市の都市特性に応じた集約拠点の形成によるコンパクトなまちづくりの推進
や、産業振興などによる都市の活性化を図ることを⽬的として、地区計画制度を適切に運⽤するため、
本⽅針を定めます。 

また、制度の活⽤にあたっては、市街化調整区域としての性質を変えることのないよう、周辺の⾃然
環境や農林業環境と調和した良好な⼟地利⽤に⼗分配慮するとともに、市街地の拡⼤につながる恐れが
ある内容を定めることはできません。 

  

既存集落地において、空き家や低未利⽤地
などが発⽣しており、地域コミュニティの衰
退が課題となっています。 

また、市街化調整区域の性質上、原則として
開発⾏為や建築⾏為が規制されているため、
課題解決に向けた取組みが必要な状況です。 

山林 

山林 

空き家 

農地等 

地区計画の都市計画決定（※６）及び建築条例
の制定後、地区計画の内容に適合した建築物
の建築のための開発⾏為や建築⾏為に限って
可能となります。 

左のイメージ図では、空き家の存在してい
た⼟地や低未利⽤地などに、主に地域住⺠の
ための⽣活利便施設や新たな住宅を建築して
います。 

＜地区計画策定前後のイメージ図＞ 

地
区
計
画
策
定
・
開
発
後
の
イ
メ
ổ
ジ 

山林 

山林 

農地等 

新規店舗 

新規住宅 

地区計画の適用区域 

現
状
の
イ
メ
ổ
ジ 

低未利用地 

低未利用地 

新規店舗 

（※５）地区計画において都市計画に定める、主として街区内の居住者等の利⽤に供される、道路⼜は公園、緑地、広場その他の公共空
地をいう。 

（※６）都市計画法に定める⼿続きに沿って、⾝近な都市計画は市町村が決定し、広域的・根幹的な都市計画は県が決定する。 
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１－４．本方針の対象区域 

本⽅針の対象区域である市街化調整区域を下図に⽰します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本方針の対象区域図＞ 


